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                  令 和 ４ 年 度 事 業 計 画 書 

Ⅰ.奨学生に対する奨学金 

＜貸与＞ 

１． 貸与対象 

（１）保護者が県内に住所を有する者 

（２）向学心に燃え、優れた資質をもちながら、経済的理由で修学が困難な者 

（３）専修学校（高卒）、短期大学（高専を含む）、大学（大学院）に入学する者 

 

 ２．貸与員数及び貸与金額                                  （単位：円） 

 

区分 

専修学校 

月額 50,000円 

短期大学 

月額 50,000円 

大  学 

月額 50,000円 

大 学 院 

月額 50,000円 

計 

員数 金 額 員数 金 額 員数 金 額 員数 金 額 員数 金 額 

令和 

４ 

年度 

 

 

5 

5 

 

 

3,000,000 

3,000,000 

2 

 

 

3 

720,000 

 

 

1,800,000 

4 

3 

3 

70 

2,400,000 

1,800,000 

1,800,000 

42,000,000 

 

 

5 

 

 

3,000,000 

 

100 

 

59,520,000 

令和 

３ 

年度 

1 

 

7 

2 

600,000 

 

4,200,000 

1,200,000 

 

 

 

5 

  

 

 

3,000,000 

3 

2 

3 

58 

1,800,000 

1,200,000 

1,800,000 

34,800,000 

 

 

4 

 

 

2,400,000 

 

85 

 

51,000,000 

令和 

２ 

年度 

 

 

8 

 

 

 

4,800,000 

 

1 

 

 

 

360,000 

 

 

 

3 

3 

 

72 

1,800,000 

1,800,000 

 

43,200,000 

 

 

 

 

 

 

 

87 

 

51,960,000 

令和 

元 

年度 

1 

 

 

600,000 

 

2 

 

1,200,000 

 

4 

 

64 

2,400,000 

 

38,400,000 

 

 

 

 

 

 

71 

 

42,600,000 

３０ 

年度 

 

 

 1 

 

600,000 

 

5 

2 

3,000,000 

1,200,000 

  

 

 

8 

 

4,800,000 

２９ 

年度 

 

 

 

 

 

 

 5 

 

3,000,000 

 

   

5 

 

3,000,000 

２８ 

年度 

 

 

    

※1 

 

450,000 

   

1 

 

450,000 

計 29 17,400,000 14 7,680,000 305 182,850,000 9 5,400,000 357 213,330,000 

１．各校種の区分について 

   （１）専修学校の、上段は４か年、下中段は３か年修学の医療学部生他 

   （２）短期大学の、最上段は５か年修学の高等専門学校生 

   （３）大学の、最上段は６か年修学の医薬学部生、また上中段は３か年、下中段は２か年修学の編入生 

      ※印は休学より復学した者の残貸与額 

    

２．貸与金額について（２４年度から改正） 

（１）専修学校・短期大学・大学（医薬学部を含む）・大学院 

➀２４年度採用生から   月額 ５０，０００円（年額 ６００千円） 

   （２）高等専門学校 

➀１－３学年生  月額 ３０，０００円（年額 ３６０千円） 
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      ②４－５学年生  月額 ５０，０００円（年額 ６００千円） 

 

３．奨学生の採用数等 

校    種 平成９年度から令和３年度 令和４年度 令和４年採用

後奨学生 

備    考 

採用者 卒業・退学者 採用予定者 

専修学校 １７２ １５３ １０ ２９ ２．３．４か年修学 

短期大学 ６４ ５９    ３  ８ ２．３か年修学 

高等専門学校 ２８    ２４  ２  ６ ５か年修学 

大学（編入） ３７ ２９ ６ １４ ２か年修学 

大学 １,０７４ ８７７  ７０ ２６７ ４か年修学 

大学・医薬学 ５８ ３８  ４ ２４ ６か年修学 

大学院・修士 １２９ １２５  ５  ９ ２か年修学 

大学院・博士  ６ ６ ０ ０ ３か年修学 

大学院・医薬部  １ １ ０ ０ ４か年修学 

大学院・航空科学  ３ ３ ０ ０ ５か年修学 

合 計 １,５７２ １,３１５ １００ ３５７  

  （注）１．選考委員会の開催の日時（予定） 令和４年５月１２日（木） １０：００から 

     ２．令和４年度選考後の奨学生数（予定）は ３５７名 

 

＜給付＞ 

１． 給付対象 

（１） 長崎県内に住所を有する者の子であること。ただし、特別な理由があるものについてはこの限りでは 

ない 

（２） 令和４年４月に大学院の修士課程または博士課程もしくは専門職大学院に入学する者で修学において 

経済的支援を必要とする者 

（３） 当財団の奨学生であること 

 

 ２．給付員数及び給付金額                        （単位：円） 

 

区分 

大 学 院 

 

月額 70,000円 

      

     計 

   

備  考 

員数 金 額 員数 金 額 

令 和 

４ 

年 度 

5 4,200,000 

 

5 4,200,000 修士課程 ２年 

 

博士課程 ３年 

 

合 計   5 4,200,000   5 4,200,000  

１． 給付期間は原則として最短修学期間。修士課程においては２４ヶ月、博士課程においては３６ヶ月 

以内とする 

 

３．奨学生の採用数等 

 

校    種 

令和４年度から 令和４年度 令和４年採用

後奨学生 

備    考 

採用者 卒業・退学者 採用予定者 

大学院（修士２年）            

大学院（博士３年）      

合 計                 

  （注）１．第１次選考は選考委員会で行う。開催の日時（予定）令和４年５月１２日（木）１０：００から 

     ２．第１次選考通過者に対し、選考委員長及び執行役員で第２次選考面接を行い、内定者を決定する 

３.令和４年度選考後の奨学生数（予定）は ５名 
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Ⅱ.助成事業 

 

１．事業の対象 

    長崎県内の主として離島地域において、教育活動全般に関わる取り組みや、スポーツ・芸術・文化活動等の地

域活性化に繋がる事業を行う学校、及び学校の管理下において活動する団体。 

 

２．事業の内容 

  （１）主として離島地域の小・中・高校及び特別支援学校が、単独または複数校連携して行っている、優れた

教育活動に対する助成。 

  （２）主として離島地域の小・中・高校及び特別支援学校を対象として、各学校が希望する教育用備品の寄贈。 

  

３．助成額 

     （１）原則として１件あたり５０万円以内で必要と判断される額（助成Ａ、２０件程度） 

    （２）原則として１件あたり５００万円以内で必要と判断される額（助成Ｂ、数件） 

 

 

４．助成期間 

     原則として単年度とする。ただし、活動の内容により継続・隔年での助成も可能である。その場合は、 

５年、５回を限度とする。 

 

５．募集方法 

     本財団や関係機関ＨＰに募集要項を掲載し、広く募集を行う。また、長崎県教育委員会、各市町教育委員会

に募集要項等の関係書類を送付し周知を図る。 

 

６．応募方法 

     助成を希望する学校・団体は、学校にあっては校長等、団体は責任者を通して応募するものとする。応募書

類の提出は、高校及び特別支援学校は直接長崎県教育委員会に、それ以外は各市町教育委員会を通して長

崎県教育委員会に提出するものとする。 

 

７．選考基準 

      １．活動の公益性 

      ２．児童生徒の参加状況 

      ３．地域における評価 

      ４．経費状況 等 

 

８．選考方法 

     本財団の選考委員会で助成先の決定を行い、助成対象の学校、団体名を公表する。 

   助成Ｂ（高額助成）については、原則として面接（プレゼンテーション）を実施する。なお、面接はZoomを基

本とするが、直接面接で行う場合は交通費等の実費を財団で負担する。 

 

９．応募の締め切り及び決定 

   １．応募書類は、５月２０日（金）までに長崎県教育委員会に提出する。なお、助成Ｂに係る面接は５月末に実施 

する。  

   ２．本財団は６月中旬までに助成先を決定し、決定通知書を発送するとともに、速やかに助成金を支給する。 

 

１０．事業報告書等の提出 

      助成を受けた学校、団体は、領収書等必要な書類を添えた会計報告を２月末日までに、本財団所定の事業報告

書を３月末日までに直接本財団に送付する。    
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１１．事業計画の変更について                          

 

１．やむを得ない事由により申請した事業が実施できなかったり、申請内容と相違が生じたりした場合（一部変 

更や遅延など）は、その旨を速やかに本財団に連絡して承認を受けること。 

２．事業の中止または変更等にともない生じた助成金給付の全部または一部は返還してもらうことがある。 

 

１２．助成の取り消し 

   万一、下記の事項に該当した場合は、助成の全部または一部取り消しをおこない、指定の期日までに返還を求

める。 

 

（１） 申請内容に不正があったと当財団が認めた場合 

（２） 承認を受けず事業計画の全部または一部を変更したと当財団が認めた場合 

（３） 助成の使途変更に正当な理由がないと当財団が認めた場合 

 


